
公立芽室病院病床数の変更について 

 

 

１ 病床数（許可）削減の目的 

  平成 27年度以降、３年連続で病床稼働率が 70％を下回ったことを踏まえ、平

成 30 年４月に稼働病床数１５０床の一部を休床し、107 床の効率的な病床運営

を取り進めている。 

  また、令和２年１月から許可病床数の削減について調査・検討を行い、現行の

人員体制や地域医療構想の方向性を踏まえ、許可病床数を 150床から 120床へと

削減し、当院の現状に即した病床数に変更するとともに、許可病床数削減により、

特別交付税措置を見込むものである。 

 

 

２ 特別交付税措置額（不採算地区病院、100床以上、第２種）について 

 （１）算出方法 

    1,343千円×調整後病床数（※）と不採算地区病院運営補助に対する一般

会計繰出金×0.8のうちいずれか少ない額 

    ※調整後病床数 

     100から 100を超えた一般病床数の許可病床数に２を乗じて得た数を控

除して得た病床数（100－（許可病床数―100）×２と最大使用病床数とを

比較して低い病床数 

 

 （２）計算例 

ア 許可病床数 120床 

イ 最大使用病床数 103床 

ウ 一般会計繰出金 100,000千円とした場合 

   

調整後病床数＝100－（120－100）×２＝60  60＜103 

60床×1,343千円＝80,580千円 

100,000千円×0.8＝80,000千円 

 

特別交付税措置額＝80,000千円 
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芽室町病院事業の設置等に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和 27年法律第 292号。以下「法」という。）第

２条及び地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の２の規定に基づき、必要

な事項を定めることを目的とする。 

（病院事業の設置及び名称） 

第２条 国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号）に基づく被保険者に対し、療養の

給付を行うため、同法第 82条の規定により、保健事業として病院事業を芽室町東４

条３丁目５番地に設置する。 

２ 前項の施設の名称は、公立芽室病院（以下「病院」という。）という。  

（経営の基本） 

第３条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよ

うに運営させなければならない。 

２ 診療科目は、次のとおりとする。 

(１) 内科 

(２) 小児科 

(３) 外科 

(４) 整形外科 

(５) 眼科 

(６) 耳鼻咽喉科 

(７) 放射線科 

(８) リハビリテーション科 

(９) 麻酔科 

３ 病床数は、次のとおりとする。 

一般病棟 150床 
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